
●基準改正のポイント

・現行の提案基準１１に都市計画法第３４条第１１号に基づく条例の基準を追加

・除外区域農地（４ｈａを超える一団の農地の区域）は改正条例の施行までに非農地となっている土地を対象

・本基準に基づく開発行為等の対象は、平成２５年６月３０日までに要否判定の判定書の交付を行ったもの

●区域内の土地の取扱い
　平成24年6月30日までに非農地になっている土地
注意: 非農地とは、登記簿上「地目」の証明ができるものであること。

●開発行為等の期限
平成25年6月30日までに要否判定の判定書交付のものを対象

注意:「非農地」とは、現状が非農地の状態であるだけでは、認められない。

●区域内の土地の取扱い
　農地は開発許可時に転用可

●開発行為等の期限
平成25年6月30日までに要否判定の判定書交付のものを対象

●区域内の土地の取扱い
　５年以上の宅地的土地利用が必要

●開発行為等の期限
平成25年6月30日までに要否判定の判定書交付のものを対象

注意 : 要否判定書の有効期限は1年間
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( 堺 市 開 発 審 査 会 提 案 基 準 １１ の 概 要　）
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